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資料３
関係条例、規則及び要綱（抜粋）

○鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、廃棄物処理施設の設置に係る計画の事前公開、これに対する関係住民

の環境保全上の意見提出等の手続、廃棄物処理施設における処理状況の公表その他必要な

事項を定めることにより、廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調

整等を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

（事業計画書の提出）

第５条 事業者は、廃棄物処理施設等の設置を行うときは、次に掲げる事項を定めた事業計

画を記載した事業計画書を規則で定めるところにより、知事に提出しなければならない。

（１）廃棄物処理施設等の設置の目的又は設置を必要とする理由

（２）廃棄物処理施設等の種類及び当該施設において処理する廃棄物の種類

（３）廃棄物処理施設等の設置場所

（４）廃棄物処理施設等の処理能力

（５）廃棄物処理施設等の処理方式、構造及び設備の概要

（６）前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

２ 事業者は、事業計画の作成に当たっては、次に掲げる事項について、知事が別に定める

指針に基づいたものとしなければならない。

（１）廃棄物処理施設等の構造及び設備

（２）廃棄物処理施設等の維持管理の方法

３ 事業者は、当該廃棄物処理施設等を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響に

ついての調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査結果書」という。)を作成し、

事業計画書に添付しなければならない。

４ 前項の調査に関し必要な事項は、知事が別に定める。

５ 知事は、第１項の規定による事業計画書の提出があったときは、当該事業計画書(生活

環境影響調査結果書を含む。以下同じ。)を関係市町村の長(以下「関係市町村長」という。)

及び関係機関の長に送付するものとする。

（周知計画書の提出）

第６条 事業者は、前条第１項の規定による事業計画書の提出に併せ、事業計画について関

係住民に対して行う説明会の開催に関する事項その他規則で定める事項を定めた周知計画

を記載した周知計画書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による周知計画書の提出があったときは、速やかに、当該周知計画

書の写しを関係市町村長に送付するものとする。

３ 知事は、前項の規定による送付の内容に関連して、関係市町村長に対し、14日の期限を

付して意見を求めるものとする。
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（現地調査等）

第７条 知事は、第５条第１項の規定による事業計画書の提出があったときは、速やかに現

地調査を行い、設置予定場所の現況について確認するものとする。

２ 知事は、前項の規定による現地調査の結果、前条第３項の規定による関係市町村長から

の意見等に基づき、周知計画について、事業者に必要な修正を指示するものとする。

（関係市町村長等への照会）

第８条 知事は、関係市町村長及び関係機関の長に事業計画の内容と関係法令等との整合性

について照会するものとする。

２ 知事は、前項の照会の結果を事業者に通知するものとする。

（広告及び縦覧）

第９条 事業者は、第７条第２項の規定による指示に基づき周知計画の修正を行った後、速

やかに、規則で定めるところにより、事業計画書を作成した旨を広告し、当該事業計画書

の写しを、当該広告の日から起算して28日を経過する日までの間、関係住民の縦覧に供し

なければならない。

（事業計画の周知）

第10条 事業者は、前条の縦覧期間内に周知計画に基づく説明会の開催等により、関係住民

に対し、事業計画の周知を図らなければならない。

２ 説明会の開催方法等に関して必要な事項は、規則で定める。

３ 知事は、第１項の説明会の開催状況を把握するために必要があると認めるときは、当該

説明会にその職員を立ち会わせるとともに、関係市町村の職員の立会いを求めることがで

きる。

（意見書の提出）

第11条 地域における生活環境の保全上の見地から事業計画について意見を有する関係住民

は、第９条の規定による広告のあった日の翌日から起算して42日を経過する日(同条の規

定による縦覧期間満了の日までに周知計画に基づく説明会が終了しない場合にあっては、

当該説明会が終了した日の翌日から起算して14日を経過する日)までに、当該意見を記載

した書面(以下「意見書」という。)を知事及び事業者に提出することができる。

（見解書の提出）

第12条 事業者は、前条の規定による意見書の提出があったときは、遅滞なく、当該意見書

に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を作成し、知事に提出しなければ

ならない。

２ 事業者は、前項の規定による見解書の提出に併せ、又は見解書の提出後速やかに、関係

住民に対し、見解書に記載された見解の周知を図らなければならない。

３ 前項の規定による見解の周知について必要な事項は、規則で定める。
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（指導及び助言）

第13条 知事は、必要があると認めるときは、事業計画の周知その他この条例に基づく手続

に関し、事業者又は関係住民に対して指導又は助言を行うことができる。

２ 知事は、前項の規定により指導又は助言を行うときは、関係市町村長、学識経験者その

他の者に協力を求めることができる。

○鳥取県補助金等交付規則

（目的等）

第１条 この規則は、補助金等の交付に関する基本的事項を定め、もって補助金等に係る事

務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

２ 補助金等に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、こ

の規則の定めるところによる。

（定義）

第２条

１～２（略）

３ この規則において間接県費補助金等とは、次に掲げるものをいう。

（１）県以外の者がその者以外の間接補助事業等を行う者に対して相当の反対給付を受けな

いで交付する給付金のうち、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、

かつ、当該補助金等の交付目的に従って交付するもの

（２）（略）

４（略）

５ この規則において「対象事業」とは、補助事業等又は間接補助事業等をいい、「対象事

業者」とは、補助事業者等又は間接補助事業者等をいう。

（報告及び検査）

第14条 知事は、交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者等から

報告を求め、又はその指名した職員（以下「検査員」という。）に当該補助事業等に係る

施設、帳簿その他の物件を検査させることができる。

（検査後の措置）

第16条 検査員は、第14条（略）の規定による検査を行ったときは、速やかに検査調書を作

成して知事に報告するものとする。

２～３（略）

（実績報告）

第17条 補助事業者等は、次のいずれかに該当するときは、様式第５号による報告書を、別

に定めるところにより、知事に提出しなければならない。

（１）補助事業等（補助金等が間接交付等のためのものである場合にあっては、間接補助事

業等。この条において同じ。）がすべて完了したとき。
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（２）～（３）（略）

２ 前項の報告書には、同項各号に掲げる時点における対象事業の状況を記載した次に掲げ

る書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

（１）対象事業に係る事業報告書

（２）対象事業に係る収支決算書又はこれに準ずる書類

３～４（略）

（補助金等の額の確定）

第18条 知事は、前条第１項の規定による報告を受けたときは、提出された書類を審査し、

必要に応じて現地調査等を行い、対象事業が決定内容等に従って遂行されていると認めた

ときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。

２（略）

○財団法人鳥取県環境管理事業センター産業廃棄物最終処分場整備推進補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則第４条の規定に基づき、財団法人鳥取県環境

管理事業センター産業廃棄物最終処分場整備推進補助金（以下「本補助金」という。）の

交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本補助金は、財団法人鳥取県環境管理事業センター（以下「センター」という。）

の活動を支援することにより、産業廃棄物処理施設の確保等を通じた産業廃棄物の適正な

処理を推進し、もって産業の発展と地域住民の健康で快適な生活環境の保全に寄与するこ

とを目的とする。

（補助金の交付）

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、産業廃棄物最終処分場の実施設計・生活環

境影響調査等（以下「間接補助事業」）を実施する環境プラント工業株式会社（以下「間

接補助事業者」）に対して当該間接補助事業に要する経費について間接補助金を交付する

センターに対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

本補助金の額は、前項に規定する間接補助事業に要する経費に２／３を乗じて得た額以

下とする。

（交付の条件）

第４条 この補助金の交付の決定には次の条件が付されているものとする。

（１）センターが間接補助事業に対してこの間接補助金を交付する場合には、次の条件を付

さなければならない。

ア 平成24年２月７日のセンター理事会で決定された「産業廃棄物管理型最終処分場の整

備方針」の内容のうち、次のものを変更する場合には、センターの承認を受けなければ

ならない。
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（ア）産業廃棄物最終処分場の形式、規模又は設備

（イ）産業廃棄物最終処分場の概算事業費

イ 間接補助事業を中止し、又は廃止する場合には、センターの承認を受けなければなら

ない。

ウ 間接補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は間接補助事業の遂行が困難になっ

た場合には、速やかにセンターに報告してその指示を受けなければならない。

エ 間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ

いて証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を間接補助事業の完了の日（間接補助事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了

後５年間保管しておかなければならない。

オ 間接補助事業を行うために締結する契約については、競争入札に付するなどセンター

が行う契約手続の取扱いに準じなければならない。

カ 間接補助事業者は、この間接補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算

制度に基づく負担又は補助を受ける場合は、あらかじめセンターに協議するものとし、

当該負担又は補助を受けた場合は、本間接補助金から当該額を差引くものとする。

（２）（１）により付した条件に基づきセンターが承認又は指示する場合には、あらかじめ

県の承認又は指示を受けなければならない。

（実績報告の時期等）

第８条 規則第17条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならな

い。

（１）規則第17条第１項の規定による第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完

了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日

（２）（略）

２（略）


